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０．はじめに
　本稿は、このシリーズにおける、新たな情報財/
データに関する私の論考の第三弾です。2018年２月
９日掲載のシリーズ⑫「新たな情報財の利活用をめ
ぐる最近の動向」では、IoT（Internet of Things）
により収集したデータを人工知能（ＡＩ）で分析す

る時代において、便利なサービスを提供することで
大量の個人データを囲い込むことに成功したＧＡＦ
Ａ（Google、Apple、Facebook、Amazon）、これに
対抗するＥＵ一般データ保護規則（GDPR）やデー
タポータビリティの意義、米国とデータ資源の覇権
争いをする中国のインターネット安全法（2017年６
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特 許 ニ ュ ー ス 令和元年（2019年）10月11日（金曜日）（　　　）（第三種郵便物認可）2

月）、我が国の「限定提供データ」に関わる不正競争
防止法改正議論の課題などをご紹介しました。次に
同年12月17日のシリーズ⑰「インターネット上のコ
ンテンツ流通について」では、我が国がIoT、ＡＩ
時代に適切に対応し、インターネット上のコンテン
ツの流通促進と侵害対策を実行するために、３つの
提案を致しました１。
　さて、2018年冬から2019年夏にかけて、日本を含
む各国の競争当局は、ICTやデータを活用して第三
者に市場を提供するデジタル・プラットフォーマー２

の取引の透明性確保の重要性を指摘し、データポー
タビリティ及びAPI開放の必要性を示唆する見解を、
活発に発表しています。第三弾となる本稿では、こ
れらの動向を、私見により選択・要約し、国内外分
けずに時系列で、概観したいと思います。

１．2018年12月４日　欧州委員会講演
　2018年12月４日、欧州委員会のヴェステアー委員
は、「デジタル社会における消費者保護」と題する講
演をしました３。
・技術の社会との関わり：この10年でデジタルの世
界は大きく変貌し、今やこれらのデバイスは、私た
ちの生活にとって不可欠である。風力タービンや
生産ラインの稼動、医療の提供、そして農業にまで、
経済のほぼ全ての分野で、データが効率性の改善に
貢献している。
・規制の必要性：より多くの人々が影響を受けるよ
うになればなるほど、デジタル技術が生み出すリス
クへの懸念は高まる。オンラインとオフラインでの
規制のあり方が異なる時代は過ぎている。今日、デ
ジタル技術は我々の生活の一部となっており、デジ
タルの世界でも、日常の世界と同様に消費者の利
益が保護されなければならない。こうした理由から、
欧州委員会は、世界の他の当局とともに、デジタル
時代の新たなルール作りに取り組んでいる。進行し
ているデジタル革命を抑えるのではなく、成功に導
くために、技術を信頼できるような規制の構築が必
要なのである。
・デジタル社会における競争ルール：過去10年間で
変化したのは技術だけではない。インターネットの
巨人となった事業者もまた変わってきた。彼らは
もはやスタートアップ企業ではなく、巨大企業であ
る。こうした巨大企業が、今日のスタートアップ企

業から、新たな市場を開拓する機会を奪ったりすれ
ば、イノベーションによるメリットが失われること
になる。
・おわりに：優れた新サービスが、個人データを本
人の望まない方法で利用するものであってはなら
ない。また、優れたアイデアが、税金を回避したり、
労働者の権利を無視したりすることで巨額の利益を
上げるものであってはならない。今後の成功には、
優れた技術だけではなく、信頼の確保が重要である。

２．2019年２月７日　ドイツ連邦カルテル
庁決定（Facebook-係争中）

　今日においてデータは競争における決定的な要素
であり、インターネット上の広告スペースの価値は
ユーザーデータの量及び詳細さに応じて高まります。
　Facebookはユーザーアカウント内の（第三者サイ
ト上のデータを含む）全てのデータを事実上無制限
に統合してきたこれまでの慣行４のお陰で、個々の
ユーザーごとに固有のデータベースを構築し、それ
によって得たデータは、同社が市場において支配的
地位を確立するための不可欠な要素となっています。
　2019年 ２ 月 ７ 日、 ド イ ツ 連 邦 カ ル テ ル 庁 は
Facebookに対し、今後はユーザーがFacebookを利
用する際に、Facebookがデータを収集・統合するこ
とについてユーザーの「自発的な同意」（voluntary 
consent）を得なければならない（ユーザーが同意し
ない場合であっても、Facebookは当該ユーザーを自
社サービスから除外してはならず、また、同意がな
ければ様々なソースからのデータを収集し、統合す
ることはしてはならない）という広範囲の制限を課
す決定をしました５。以下、同決定の要約から抜粋
します。
・Facebookはソーシャルネットワーク市場におけ

る支配的地位を有する
　支配的な企業であるFacebookは競争法上の特別
な義務を負っている。Facebookの卓越した市場力

（superior market power）を考慮すれば、同社の利
用規約の同意欄への「義務的」なチェックを根拠と
して、前記のような集中的なデータ処理を行うこと
は適切ではない。ユーザーは、データの包括的な統
合を受け入れるか、同社のソーシャルネットワーク
の利用を控えるかの選択肢しか有していない。この
ような困難な状況におけるユーザーの選択を、自発




